
加西市障がい者（児）緊急時短期入所空床確保事業 
が令和５年４月より始まりました。 

 
【利用できる方】 
・加西市にお住まいで、ご家族等介護者と同居されている障がいのある方 
・短期入所の支給決定を受けられている方 

【利用の要件】 
・障がいのある方の家族等介護者が急な病気や事故等により、他に介護する方がおら

れない場合 
・葬祭等緊急やむを得ない介護者の事情があり、他に介護する方がおられない場合 
・住居のり災など不測の事態により、当面の間、自宅に戻れない事情がある場合 

【利用の流れ】 
① 現在、計画相談支援を受けている相談支援事業所の相談支援専門員に相談し、事前登録書に記載をします。計画相談

支援を受けておられない障がいのある方やその家族は、「加西市基幹相談支援センターやすらぎ」にご相談ください。やすらぎ

にて必要な手続き等についてご案内します。 
（加西市基幹相談支援センターやすらぎ 加西市役所１階 0790-42-6708） 
  

② 事前登録書を加西市地域福祉課に提出し、市は、空床確保していただいている市内障がい者入所施設（以下協力施

設）に、登録者の情報を提供します。 
協力施設名 所在地 電話番号 運営主体 

ナーシングピア加西 加西市国正町 1402-1 45-0688 社会福祉法人円融会 
希望の郷 加西市野条町 86-93 48-2521 社会福祉法人ゆたか会                              

③ 土休日、年末年始に緊急の事案が発生した場合、利用希望者は個別に登録した協力施設に連絡をし、緊急時短期入

所空床確保事業の利用を依頼します。                             
④ 依頼を受けた施設は、利用希望者の担当相談支援員に連絡し、短期入所の受け入れ調整を行います。事後連絡も可。                         
⑤ 調整が整えば、利用希望者は移動手段や入所の準備（衣類や薬、金銭等）を整え、協力施設に短期入所の受け入れ

をしていただきます。（※障害福祉サービスの利用になるので、所得に応じて利用料が発生します。）  
【問合先】  加西市地域福祉課障がい者支援係 
℡0790-42-8725 Mail：shogaifukushi@city.kasai.lg.jp 

加西市では、地域で生活する障がいのある方を支援するため、地域生活支援拠点等の整備をすすめています。この

事業は、ご家族など介護を行われている方に疾病や急用などが生じ、障がいのある方が自宅で介護を受けられなくなった

場合に、その方を一時的に施設に保護するための部屋を、市内の障がい者入所施設にお願いして確保していただきま

す。確保されているお部屋は、短期入所の予約が取りにくい土休日、年末年始に限ります。親亡き後、8050 問題の不

安の解消を目的としており、緊急時に備えるお守りとして是非、利用に必要な事前登録をお願いします。 

 

緊急事態発生!! 


